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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像ユニットにより撮像された画像情報を挿抜可能なメモリカードに記録する電子スチ
ルカメラにおいて、
　前記撮像ユニットを内蔵するカメラボディと、
　前記カメラボディの背面に開閉可能に設けられた蓋部材と、
　前記カメラボディに形成され、前記閉状態にある蓋部材によって覆われ、前記蓋部材が
開状態になると露出する開口部と、
　前記カメラボディに設けられ、前記開口部を通して前記メモリカードが被写体光入射光
軸と非平行かつ非垂直な方向に挿抜されるカード収容部と、
　を有し、
　前記カード収容部は、前記カメラボディに固定され、前記光軸に対して非平行かつ非垂
直に延在することを特徴とする電子スチルカメラ。
【請求項２】
　前記カード収容部は、カメラを上下方向から見たときに前記メモリカードが前記光軸に
対して非平行かつ非垂直な状態で挿抜可能に構成されていることを特徴とする請求項１に
記載の電子スチルカメラ。
【請求項３】
　前記カメラボディは更に、前記光軸に略垂直でかつ前記背面よりも被写体側に位置する
前面と、前記前面より被写体側に突出し、前記被写体側に向かうほどその光軸と垂直な断
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面積が小さくなる突出部を備えたグリップ部とを有し、
　前記グリップ部の前側空間および後側空間に、電源電池が装填される電池室およびグリ
ップ内部材がそれぞれ配置され、前記カード収容部は、前記電池室と前記グリップ内部材
との間に位置していることを特徴とする請求項２に記載の電子スチルカメラ。
【請求項４】
　前記電池室は、前記カード収容部の前記挿抜方向と略平行な壁面を有することを特徴と
する請求項３に記載の電子スチルカメラ。
【請求項５】
　前記メモリカードは、カメラを側方から見たときに前記光軸に対して非平行かつ非垂直
な方向に前記カード収容部に挿抜されることを特徴とする請求項１に記載の電子スチルカ
メラ。
【請求項６】
　前記カード収容部は前記撮像ユニットのカメラ下方に位置していることを特徴とする請
求項５に記載の電子スチルカメラ。
【請求項７】
　カメラを側方から見たときに、前記メモリカードの装填方向が斜め下方となるよう構成
したことを特徴とする請求項５または６に記載の電子スチルカメラ。
【請求項８】
　前記カード収容部は、カメラを上下方向から見たときに前記光軸に対して非平行かつ非
垂直に延在し、そのカード収容部と、カメラボディ内において光軸方向に延在する部材と
の間に回路基板を設けたことを特徴とする請求項１に記載の電子スチルカメラ。
【請求項９】
　前記回路基板は、閃光発光用の回路基板であることを特徴とする請求項８に記載の電子
スチルカメラ。
【請求項１０】
　前記回路基板および前記カード収容部は予め一体化されていることを特徴とする請求項
８に記載の電子スチルカメラ。
【請求項１１】
　前記回路基板および前記カード収容部を一体に保持するとともに、前記カメラボディへ
の取付部を有するホルダを有し、該ホルダはシールド性を有する部材で構成され、前記回
路基板は該ホルダに囲まれるよう保持されていることを特徴とする請求項１０に記載の電
子スチルカメラ。
【請求項１２】
　前記カード収容部には、厚さの異なる２種類のメモリカードが装填可能とされ、薄い方
のメモリカードが本来の装填位置よりも厚さ方向にずれた位置に装填されるのを阻止する
当接部材をカード装填口に設けたことを特徴とする請求項１に記載の電子スチルカメラ。
【請求項１３】
　前記カード収容部に前記メモリカードが装填されるのに伴って突出し、前記メモリカー
ドの取り出しにあたってカード装填方向に押圧操作されるイジェクトボタンと、
　光軸と略直交する方向の面を有し、その面に前記イジェクトボタンを押圧／突出可能に
露出させる露出部を設けたカバー部材とを更に備え、
　前記イジェクトボタンは、該イジェクトボタンと前記露出部端面との隙間を外部から覆
う被覆部を有し、前記カバー部材をカード取り出し方向に取り外すときに、突出状態にあ
るイジェクトボタンが前記露出部を通過するように該露出部の端面の角度を設定したこと
を特徴とする請求項１に記載の電子スチルカメラ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、装填されたメモリカードに画像を記録する電子スチルカメラに関する。
【０００２】
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【従来の技術とその問題点】
従来の電子スチルカメラは、例えば特開平１１－１８７２９４号公報に開示されているよ
うに、メモリカードを撮影レンズの光軸と平行あるいは垂直な状態で収容する構成が一般
的である。しかし、この収容方式ではメモリカードの大きさでカメラの外径が決まってし
まうためカメラの大型化を招く。
【０００３】
本発明の目的は、メモリカードの収容方向を工夫することで小型化を図った電子スチルカ
メラを提供することにある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　一実施の形態を示す図１に対応づけて説明すると、本発明は、撮像ユニット２により撮
像された画像情報を挿抜可能なメモリカードＭＣに記録する電子スチルカメラに適用され
、撮像ユニット２を内蔵するカメラボディ１と、カメラボディ１の背面に開閉可能に設け
られた蓋部材１２と、カメラボディ１に形成され、閉状態にある蓋部材１２によって覆わ
れ、蓋部材１２が開状態になると露出する開口部５と、カメラボディ１に設けられ、開口
部５を通してメモリカードＭＣが被写体光入射光軸と非平行かつ非垂直な方向に挿抜され
るカード収容部３とを有し、カード収容部３は、カメラボディ１に固定され、光軸に対し
て非平行かつ非垂直に延在することを特徴とする。
　請求項２の発明では、カード収容部は、カメラを上下方向から見たときにメモリカード
が光軸に対して非平行かつ非垂直な状態で挿抜可能に構成されている。
　請求項３の発明では、カメラボディは更に、光軸に略垂直でかつ背面よりも被写体側に
位置する前面と、前面より被写体側に突出し、被写体側に向かうほどその光軸と垂直な断
面積が小さくなる突出部を備えたグリップ部とを有し、グリップ部の前側空間および後側
空間に、電源電池が装填される電池室およびグリップ内部材がそれぞれ配置され、カード
収容部は、電池室とグリップ内部材との間に位置している。
　請求項４の発明では、電池室は、カード収容部の挿抜方向と略平行な壁面を有する。
　請求項５の発明は、カメラを側方から見たときにメモリカードが光軸に対して非平行か
つ非垂直な状態でカード収容部に挿抜されるよう構成したものである。
　請求項６の発明は、カード収容部を撮像ユニットのカメラ下方に配置したものである。
　請求項７の発明は、カメラを側方から見たときに、メモリカードの装填方向が斜め下方
となるよう構成したものである。
　請求項８の発明は、カード収容部をカメラを上下方向から見たときに光軸に対して非平
行かつ非垂直に延在させ、そのカード収容部と、カメラボディ内において光軸方向に延在
する部材との間に回路基板を設けたものである。
　請求項９の発明は、回路基板を閃光発光用の回路基板としたものである。
　請求項１０の発明は、回路基板およびカード収容部を予め一体化したものである。
　請求項１１の発明は、回路基板およびカード収容部を一体に保持するとともに、カメラ
ボディへの取付部を有するホルダを有し、ホルダをシールド性を有する部材で構成し、回
路基板がホルダに囲まれるようにしたものである。
　請求項１２の発明は、カード収容部に厚さの異なる２種類のメモリカードを装填可能と
し、薄い方のメモリカードが本来の装填位置よりも厚さ方向にずれた位置に装填されるの
を阻止する当接部材をカード装填口に設けたものである。
　請求項１３の発明は、カード収容部にメモリカードが装填されるのに伴って突出し、メ
モリカードの取り出しにあたってカード装填方向に押圧操作されるイジェクトボタンと、
光軸と略直交する方向の面を有し、その面にイジェクトボタンを押圧／突出可能に露出さ
せる露出部を設けたカバー部材とを更に備える。イジェクトボタンは、イジェクトボタン
と露出部端面との隙間を外部から覆う被覆部を有し、カバー部材をカード取り出し方向に
取り外すときに、突出状態にあるイジェクトボタンが露出部を通過するように露出部の端
面の角度を設定する。
【０００５】
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なお、本発明の構成を説明する上記課題を解決するための手段の項では、本発明を分かり
易くするために実施の形態の図を用いたが、これにより本発明が実施の形態に限定される
ものではない。
【０００６】
【発明の実施の形態】
－第１の実施形態－
図１～図３により本発明を一眼レフタイプの電子スチルカメラに適用した場合の第１の実
施形態を説明する。
図１は本実施形態におけるカメラの概略斜視図、図２はカメラの横方向一端側を示す平面
断面図である。カメラボディ１の横方向中央部には、シャッタや撮像素子（ＣＣＤ）、液
晶モニタなどから構成される撮像ユニット２が配置され、その図示右側には、カメラ前面
に突出する膨出部を備えたグリップ６が設けられている。グリップ６の前部には、電源電
池７を収容する電池室１１が設けられるとともに、その背面側に閃光発光用のメインコン
デンサ８が配置される。またグリップ６の背面側左寄りの位置には、閃光発光用の電気部
品が実装された回路基板９が固定されている。
【０００７】
電池室１１およびコンデンサ８と回路基板９との間には、メモリカード（ここではコンパ
クトフラッシュカード＜コンパクトフラッシュは米国サンディスク社の登録商標＞）ＭＣ
を収容するカード収容部３が設けられている。カード収容部３は不図示の枠体によって画
成されるカード収容空間を有し、枠体にはカード収容空間へのメモリカードＭＣの挿抜を
案内するガイドレールが設けられている。本実施形態では、カード収容部３がカメラ上面
から見たときに撮影レンズ４の光軸ＯＸに対して斜めの方向（図示Ｄ１方向）に延在する
よう配置される。ここで、「光軸に対して斜め」とは、光軸ＯＸと非平行かつ非垂直のと
いう意味である。図の例では光軸ＯＸとＤ１方向とのなす角度が約３５度とされるが、こ
れは３５度に限定されるものではない。
【０００８】
グリップ６のカメラ背面には、カード挿抜口５を覆い隠す蓋部材１２が設けられ、この蓋
部材１２に隣接して操作部材（例えば、十字キー）１０が設けられている。蓋部材１２は
、挿抜口５を覆う位置と露出させる位置との間でヒンジ部１２ａを中心に回動可能であり
、蓋部材１２を開放することでメモリカードＭＣの挿抜が可能となる。操作部材１０は、
カメラ背面の右寄りの位置、つまりグリップ６を保持する右手の親指で操作し易い位置に
設けられている。
【０００９】
挿抜口５から挿通されたメモリカードＭＣは、不図示のガイドレールによりＤ１方向に案
内されそのままの姿勢でカード収容部３内に収容される。収容状態においては、メモリカ
ードＭＣの先端に設けられたコネクタ部にボディ側のコネクタピンが挿通され、メモリカ
ードＭＣへの情報記録が可能となる。またこのとき、メモリカードＭＣの後端部は若干挿
抜口５から突出した状態となる。カード収容部３の上方にはイジェクトボタン１３が設け
られ、このイジェクトボタン１３を押し込むことで、不図示のイジェクト機構によりメモ
リカードＭＣが手で取り出し易い位置までＤ１方向に突出する。
【００１０】
ここで、図２において仮にメモリカードＭＣを光軸ＯＸと垂直（Ｄ２方向）に収容しよう
とすると、グリップ６の横方向の寸法を増やさなければならない。またメモリカードＭＣ
を光軸ＯＸと平行（Ｄ３方向）に収容しようとした場合も、グリップ６の横方向の寸法を
増やさないと電源電池７，コンデンサ８および回路基板９の３部材を収納するのは難しい
。カード収容部３と回路基板９の位置を逆にすれば、メモリカードＭＣを光軸と平行に配
置する空間を確保できるかもしれないが、この場合は操作部材１０の位置を左方にずらさ
ないとメモリカードＭＣの挿脱が不可能となる。一方、操作部材１０の位置をずらすとそ
の操作性が悪化する。
【００１１】
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本実施形態では、カード収容部３を光軸ＯＸに対して斜めに配置したので、グリップ６を
大型化することなくカード収容部３と上記３部材を配置することが可能となり、また操作
部材１０の位置をずらすことなくメモリカードＭＣの挿抜を支障なく行える。特にカード
収容部３を図示の如く配置することで、グリップ６の右前側および左後側に比較的大きな
空間を作り出すことができ、これらの空間に電池７および回路基板９をそれぞれ配置する
ことで、グリップ内空間を有効に利用できる。
【００１２】
図３はカード挿抜口付近を拡大して示す図である。本実施形態では、図示実線で示すよう
にカード挿抜口５の周囲の面Ｐはカメラボディ１の背面とほぼ平行とされ、カード挿抜方
向（Ｄ１方向）とは垂直ではない。一方、従来は図示破線で示すように挿抜口５の周囲の
面ＰがＤ１方向と垂直になっている。両者を比較した場合、本実施形態のようにカード挿
抜方向と面Ｐとが垂直でない方がメモリカードＭＣの挿抜口５からの突出量が大きくなる
。ここで、メモリカードＭＣはカード後端部を指で押し込むことによりカード収容部３に
装填されるが、装填時のカード突出量が少ない設計では、例えば指の腹で押し込んだよう
な場合に完全に装填し切れないおそれがある。本実施形態では挿抜口５からの突出量が従
来よりも大きいため、指の腹で押し込んだような場合でも押圧力が吸収されず、確実に装
填することができる。
【００１３】
さらに、カメラを胸の前で保持しているときにメモリカードＭＣをカメラから引き抜く状
況を考える。メモリカードＭＣを図２のＤ３方向に挿抜する構成の場合、人間の動作とし
てメモリカードＭＣをそのまま手前に引き抜くのではなく、カメラをＲ方向にいくらか回
転させ、斜め手前に引き抜くのが自然である。本実施形態では、メモリカードＭＣの挿抜
方向が元々斜めであるから、メモリカードＭＣを引き抜く際にカメラを回転させる必要が
なく、回転させるとしてもごく僅かな回転量のみで済む。
【００１４】
図４および図５は他の実施形態におけるカメラと従来型カメラのボディサイズを比較する
図である。本実施形態のカメラは、撮像ユニット２’のカメラ厚さ方向の寸法がカード装
填部３の長さよりも短くなっている。なお、図２と同様の構成要素には同一の符号を付す
。
【００１５】
まず図４において、（ａ）は本実施形態のカメラ、すなわちメモリカードＭＣが光軸ＯＸ
に対して斜めに収容されるカメラを示し、（ｂ）はメモリカードＭＣが光軸ＯＸと平行に
収容されるカメラを示す。図から明らかなように、（ｂ）の従来カメラは本実施形態のも
のと比べてカメラの厚さがＡだけ大きくなる。
【００１６】
一方、図５において、（ａ）は本実施形態のカメラを、（ｂ），（ｃ）はメモリカードＭ
Ｃを光軸ＯＸと垂直方向に収容する従来例を示している。（ｂ）のものは、カード装填部
３を撮像ユニット２’の背面側に設けているため、カード装填部３の配置スペースの分、
つまりＣで示す分だけ本実施形態のもの比べてカメラの厚みが増す。また（ｃ）のものは
、カード装填部を撮像ユニット２’の側方に配置する構成のためカメラの厚みが増すこと
はないが、カード収容部３がメモリカードＭＣの長さ分だけ必要となり、図示Ｂで示す分
だけ本実施形態のものと比べてカメラ横方向の寸法が増す。
【００１７】
ここで、上述したようにグリップ部には電池やメインコンデンサ等の部品が配置されるた
め、図４（ｂ）のようにカード装填部３を光軸と平行に配置したからといってグリップ６
の横幅をさほど縮めることはできない。またカメラの厚さは撮像ユニット２の厚さ方向の
寸法よりも薄くすることはできないから、図５（ｃ）のようにカード装填部３を光軸ＯＸ
と直交するよう配置したところでカメラの厚みを薄くすることはできない。したがって、
本実施形態のようにカード装填部３を光軸ＯＸに対して斜めに配置することで、カメラの
横方向および厚さ方向の寸法を最小限に短くできる。
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【００１８】
図６はカード収容部３をグリップ６とは反対側のカメラ端部に設けた例を示し、（ａ）は
本例のカメラ、すなわちメモリカードＭＣが光軸ＯＸに対して斜めに収容されるカメラを
、（ｂ）はメモリカードＭＣが光軸ＯＸと平行に収容されるカメラを、（ｃ）はメモリカ
ードＭＣが光軸ＯＸと垂直に収容されるカメラをそれぞれ示す。この場合も、メモリカー
ドＭＣを斜めに収容することにより上述と同様の作用効果が得られる。
【００１９】
－第２の実施形態－
図７により本発明の第２の実施形態を説明する。
図７（ａ）は本実施形態における電子スチルカメラ（一眼レフカメラ）を光軸を含む垂直
面で切った断面図である。図から分かるように、本実施形態のカメラはカード収容部３が
撮像ユニット２の下方に設けられている。なお、撮像ユニット２の下方には、カード収容
部３の他に電源電池を収容する電池室（不図示）が設けられる。
【００２０】
カード収容部３はカメラ側方から見たときに光軸ＯＸに対して斜めの方向、すなわち光軸
ＯＸと非平行かつ非垂直の方向（Ｄ１’方向）に延在する。メモリカードＭＣは、挿抜口
５からＤ１’方向に挿抜され、そのままの姿勢でカード収容部３に収容される。カード収
容部３の長さは撮像ユニット２のカメラ厚さ方向の長さよりも長いが、カード収容部を斜
めに配置することでカメラの前面側あるいは背面側にカード収容部３を突出させる必要が
ない。
【００２１】
因みに、図７（ｂ），（ｃ）は撮像ユニット２の下方にメモリカードＭＣを光軸と平行に
配置した比較例を示している。カード収容部３の長さが撮像ユニット２のカメラ厚さ方向
の長さよりも長いため、いずれのケースでもカード収容部３をカメラ前方あるいは後方に
突出させるしかない。（ｂ）のようにカード収容部３を前方に突出させた場合にはレンズ
操作等の邪魔になり、（ｃ）のように後方（背面側）に突出させた場合にはファインダを
覗く際の邪魔となる。
【００２２】
また図７（ａ）のように挿抜口５がカメラ背面に設けられ、かつメモリカードＭＣの装填
方向が斜め下方となるよう構成すれば、カメラを胸の前で保持しているときに、上方から
メモリーカードＭＣの装填の有無を容易に確認できるという利点もある。
【００２３】
なお以上では、カメラを上下方向から見たときにメモリカードが光軸に対して斜めに収容
される例と、側方から見たときに斜めに収容される例とを示したが、上下方向および側方
のいずれの方向から見た場合でも斜めに収容される構成でもよい。またメモリーカードは
コンパクトフラッシュカード（コンパクトフラッシュは米国サンディスク社の登録商標）
に限定されず、スマートメディアやその他のメモリーカードでもよい。さらにカメラも一
眼レフカメラに限定されず、コンパクトタイプのカメラでもよい。
【００２４】
－第３の実施形態－
図８～図１５により本発明の第３の実施形態を説明する。図２と同様の構成要素には、同
一の符号を付す。
図８において、グリップ６内の電池室１１およびコンデンサ８と、閃光発光用の回路基板
（以下、発光基板）９との間にカード収容部３が設けられる点は第１の実施形態と同様で
ある。カメラのボディ本体５０は、シャッタ５１や絞り制御ユニット５２とグリップ６と
を仕切る仕切５０ａと、電池室１１やコンデンサ８とカード収容部３とを仕切る仕切５０
ｂとを有する。仕切５０ａは、従来のフィルムカメラの場合と同様に光軸方向に延在し、
一方、仕切５０ｂはカード収容部３に併せて斜めに延在する。そして、これらの仕切５０
ａ，５０ｂで両側を仕切られた空間にカード収容部３と発光基板９とが配置される。また
発光基板９は、光軸に対して斜めに延在すカード収容部３と、光軸方向に延在する仕切５
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０ａとの間に配置されることになる。このような配置によってグリップ６内の空間を有効
利用でき、カメラの大型化を抑制できる。したがって、従来からあるフィルムカメラのボ
ディを流用することも可能となり、コストダウンが図れる。
【００２５】
さらに本実施形態は、カード収容部３を含むカード基板３０と発光基板９とを予め一体化
して部組１００とした点に特徴がある。部組１００は、図９～図１４に示すように、カー
ド基板３０と発光基板９とをホルダ４１に保持して成る。上述したようにメモリカードＭ
Ｃが斜めに挿抜されるため、カード基板３０と発光基板９はそれに応じた角度をもって一
体化される。ホルダ４１は、シールドメッキを施すなどしてシールド性を持たせ、図示の
如く発光基板９がホルダ４１で囲まれるようにする。これにより閃光発光時および充電時
のノイズをシールドすることが可能となる。
【００２６】
部組１００は、上記仕切５０ａ，５０ｂで仕切られた空間に挿通され、ホルダ４１に設け
た取付部４１ａをボディ本体５０に螺着することで固定される（図１５）。その後、背面
カバー７１をボディ本体５０に取り付ける。カード基板３０と発光基板９とを部組化して
おくことにより、ボディへの組み込みが容易となる。
【００２７】
なお、発光基板９とカード基板３０は別々に組み込んでもよい。上記の位置に配置される
基板は発光基板に限定されず、他の基板でもよい。
【００２８】
－第４の実施形態－
図１６～図２２により本発明の第４の実施形態を説明する。
本実施形態の電子スチルカメラは、図１６（ａ），（ｂ）に示すタイプＩおよびIIのメモ
リカードＭＣ１，ＭＣ２が使用可能であり、これらは同一のカード収容部３に装填される
。図において、カード挿抜方向は紙面と直交する方向である。タイプIIのメモリカードＭ
Ｃ２はタイプＩのメモリカードＭＣ１と比べて厚く、この厚みのあるカードＭＣ２を収容
可能にカード収容部３の幅を定める必要がある。そうすると、薄い方のカードＭＣ１を装
填する際にその厚さ方向の位置が定まらず、挿入位置を誤る可能性がある。
【００２９】
上記の問題を解決するための構成を以下に示す。
上記２タイプのメモリカードＭＣ１，ＭＣ２は、その形状がそれぞれ規格により決まって
おり、双方のカードＭＣ１，ＭＣ２の上下寸法Ｈ１および奥行きは同一である。またカー
ドＭＣ１，ＭＣ２の上下部にはそれぞれ一対の凸部６１ａ，６１ｂが設けられるが、それ
らの凸部の幅，高さおよび間隔も両カードＭＣ１，ＭＣ２で同一である。つまり両カード
ＭＣ１，ＭＣ２は上下の凸部６１ａ，６１ｂを除いた部分の厚さが異なるのみで、その他
の寸法は変わらない。図では上側凸部６１ａの幅をＷ１で、また凸部を除いた部分の上下
寸法をＨ２で示している。
なお上側の凸部６１ａと下側の凸部６１ｂとを比較した場合は、その形状や間隔は異なっ
ており、これによりカードが上下逆に装填されるのが防止される。
【００３０】
図１７はカメラの背面カバー７１に開けられたカード装填口（開口）７１ａをカメラ背面
側から見た図である。装填口７１ａの幅は厚い方のメモリカードＭＣ２が装填可能な寸法
とされる。３ａは上述したカード収容部３を構成するカードスロットを、３０はカード基
板を示している。図１９から分かるように、カードスロット３ａは、メモリカードＭＣ１
，ＭＣ２が斜めに収容されるよう背面カバー７１に対して角度をもって配置される。この
スロット３ａの幅も厚い方のメモリカードＭＣ２が挿入可能な寸法とされる。薄い方のメ
モリカードＭＣ１は、装填口７１ａおよびカードスロット３ａの左側に寄せて挿入するこ
とで正規の装填がなされるようになっている。なお、カードスロット３ａの開口部３ｂは
背面カバー７１の装填口７１ａに位置し、この部分はカードＭＣ１，ＭＣ２を装填し易い
ように外側に向かって開いている。
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【００３１】
カード装填口７１ａは完全な矩形ではなく、右側の上下部分に段部（当接部材）７１ｂが
設けられている。この段部７１ｂにより、装填口７１ａの右側部分の上下寸法Ｈは左側部
分より短くなる。今、図１６で規定したカード寸法を用いて表すと、
Ｈ２＜Ｈ＜Ｈ１・・・（１）
となるように寸法Ｈが設定される。これによれば、使用者が薄い方のメモリカードＭＣ１
を装填する際、図１８，図１９に示すように装填口７１ａの右側端面に沿って挿入しよう
としても、メモリカードＭＣ１の凸部６１ａ，６１ｂの端面が段部７１ｂに当たり、装填
口７１ａを通過させることはできない。したがって、操作者はこの時点で装填位置が不適
切であることに気づくことになる。これに気づいた使用者は、自然の動作としてカードＭ
Ｃ１を左側にずらしながら押し込もうとするため、カードＭＣ１は自ずと正規の装填位置
に導かれ、凸部６１ａ，６１ｂが段部７１ｂから離れた時点でカードＭＣ１は装填口７１
ａを通過し、スロット３ａに至る。したがって、操作者はカード装填にあたって装填口７
１ａのおよその位置を確認すればよく、特に装填口７１ａを注視しながら装填する必要は
ない。
【００３２】
因みに段部７１ｂが設けられていない場合には、右側に寄った位置（正規の位置ではない
）でも装填口７１ａを通過させることができてしまうため、カードＭＣ１を半ば装填する
まで装填位置の相違に気づかず、カードＭＣ１をいったん引き抜いて再度装填し直さなけ
ればならい。そして、再度装填の際には再び位置を誤らぬよう装填口７１ａを注視しなが
ら装填するのが普通である。
【００３３】
装填動作の続きであるが、上述のように正規の位置でカードＭＣ１が装填口７１ａを通過
すると、図２０に示すように今度は段部７１ｂが装填のガイドの役割を果たす。つまりカ
ードＭＣ１の側面を段部７１ｂにあてがった状態で挿入することで、カードＭＣ１の先端
面がカードスロット３ａの開口端部に引っかかることがなく、またカードＭＣ１の挿入角
度が本来の挿入角度と大きくずれることもなく、スムーズにスロット３ａに挿入できる。
いったんカードＭＣ１がスロット３ａに入ってしまえば、カードＭＣ１の位置が右側にず
れることはなく、そのまま押し込むことで装填が完了する。
【００３４】
図２１，図２２は厚い方のメモリカードＭＣ２を装填する様子を示している。カードＭＣ
２は厚みがあるため、装填口７１ａの左右側のいずれに沿わせても装填位置を誤る心配は
ない。また、上下段部間の寸法Ｈが上記（１）式の関係を満たすので、段部７１ｂが装填
の妨げになることはない。さらに段部７１ｂをガイドとすることで、上述と同様にカード
ＭＣ２の先端面がカードスロット３ａの開口端部に引っかかることがなく、スムーズに装
填できる。
【００３５】
なお、当接部材としての段部７１ｂを背面カバー７１と一体に形成したが、別体で形成し
て取り付けてもよい。
【００３６】
－第５の実施形態－
図２３～図３１により本発明の第５の実施形態を説明する。なお、図８と同様の構成要素
には同一の符号を付す。
本実施形態は、メモリカードＭＣを取り出すためのイジェクトボタンの構造に特徴を持た
せたものである。イジェクトボタン（例えば図２の符号１３）は、メモリカード未装填の
状態では押し込まれた状態になっており、カード装填に伴って突出する。この突出したイ
ジェクトボタンを押圧することでカードＭＣが装填口から突出し、カードＭＣを取り出す
ことができる。一般にイジェクトボタンはプラスチックの成型品であり、上述したような
カードスロット３ａに圧入されて取り付けられる。イジェクトボタンがカードスロット３
ａと一体のものもある。押圧する部分の面積は、操作性を考えると大きい方が望ましい。
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【００３７】
図２３～図２６はイジェクトボタンの一例を示し、図２３，図２４はカード未装填状態を
、図２５，図２６は装填状態をそれぞれ示す。イジェクトボタン１１３の押圧／突出方向
は、構造上メモリカードＭＣの挿抜方向と一致させる必要がある。背面カバー７１のうち
、カード装填口７１ａやイジェクトボタン１１３の露出窓７１ｃが設けられる箇所は光軸
と直交する面であり、一方、メモリカードＭＣの挿抜方向は光軸に対して斜めであるから
、イジェクトボタン１１３の押圧／突出方向は背面カバー７１に対して斜めとなる。
【００３８】
ところで、例えばカメラの修理の際に、背面カバー７１をボディ本体５０から取り外すこ
とがある。イジェクトボタン１１３と露出窓７１ｃの壁面との間には必要最小限のクリア
ランスが設けられているため、イジェクトボタン１１３が押圧された状態（図２３の状態
）で背面カバー７１を光軸後方に難なく取り外すことができる。
【００３９】
しかし、上記の構成では、メモリカードＭＣが装填されてイジェクトボタン１１３が突出
したとき、図２５，図２６に示すようにボタン左側と露出窓７１ｃの壁面との間に大きな
隙間が形成されてしまい、その隙間からカメラ内部が見えてしまうという問題がある。こ
れは、イジェクトボタン１１３が背面カバー７１に対して斜めに押圧／突出するためであ
る。
【００４０】
これを解決した例を図２７～図３０に示す。
イジェクトボタン２１３は、その押圧面を構成する部分が図示左方向に張り出すように形
成される。この張り出し部（被覆部）２１３ａは、イジェクトボタン２１３が押圧されて
いる状態で露出窓７１ｃとの隙間を背面側から覆い、その先端は背面カバー７１と若干重
なる（図２７，図２８）。一方、イジェクトボタン２１３が突出されると、張り出し部２
１３ａは右後方に移動するが、その先端は露出窓７１ｃの左側壁面とほぼ同位置に止まる
（図２９，図３０）。したがって、いずれの状態でもイジェクトボタン２１３と露出窓７
１ｃの壁面との隙間が張り出し部２１３ａで隠蔽され、隙間からカメラ内部が見えてしま
うことはなく、見栄えの向上が図れる。また、張り出し部２１３ａによってイジェクトボ
タン２１３の押圧部分の面積が増すので、操作性も向上する。
【００４１】
しかし、上記のような張り出し部２１３ａを設けると、修理等にあたって背面カバー７１
を取り外す際に、露出窓７１ｃの縁部が張り出し部２１３ａに引っ掛かり、取り外し不能
となるおそれがある。そこで本実施形態では、図示の如く露出窓７１ｃの左壁面を斜め（
カード挿抜方向とほぼ平行）にカットした。またイジェクトボタン２１３の右側の面、お
よびその面と対向する露出窓７１ｃの右壁面も同様の方向の斜面としてある。
【００４２】
図３１は背面カバー７１の取り外し手順を示している。
図２７のように、イジェクトボタン２１３が押し込まれた状態では背面カバー７１の取り
外しは不可能である。そこで、まずイジェクトボタン２１３を図２９のように突出させ、
この状態で背面カバー７１とボディ本体５０とを固定するねじを外し、背面カバー７１を
光軸後方（Ｅ１方向）に引く。図３１（ａ）に示すように、露出窓７１ｃの右側壁面がイ
ジェクトボタン２１３の右側面に当接した時点でＥ１方向への移動は阻止される。このと
き、張り出し部２１３ａの先端は露出窓７１ｃを通過し得る位置にある。この状態で背面
カバー７１をＤ１方向（イジェクトボタン突出方向）に引けば、背面カバー７１を取り外
せる（図３１（ｂ））。カバー７１の取り付けは上記と逆の動作を行えばよい。
【００４３】
なお、背面カバーの取り外しに際して、先にイジェクトボタンをカードスロットから取り
外してカバーを取り外し、また取り付けの際には背面カバーを取り付けてからイジェクト
ボタンをカードスロットに圧入するという方法もある。これによれば、露出窓を極力小さ
くでき、その壁面の形状に気を配る必要はない。しかし、この場合は背面カバーの取り付
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け／取り外しに手間がかかり、作業性の低下を招く。特に、イジェクトボタンは簡単に外
れないようカードスロットに圧入されているため、これを取り外すには手間がかかる。ま
た、圧入／取り外しを繰り返すうちにイジェクトボタンが変形あるいは破損し、その場合
は新品と交換しなければならない。上記図２７～図３０の例では、この種の問題は発生し
ない。
【００４４】
【発明の効果】
本発明によれば、メモリカードを撮影レンズの光軸と非平行かつ非垂直な状態で収容する
カード収容部をカメラボディに設けたので、カメラの小型化が図れる。特に一眼レフタイ
プの電子スチルカメラでは、銀塩カメラ用のボディを流用することが多く、予めカメラ内
スペースの大きさ・形状が決められているので、電子スチルカメラの構成部品を効率よく
収容するのが困難であるが、メモリカードを撮影レンズの光軸と非平行かつ非垂直な状態
で収容することでスペース効率が向上し、他の部品とともに収容可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施形態に係る電子スチルカメラの概略構成図。
【図２】電子スチルカメラのグリップ側端部の内部構造を示す図。
【図３】カード挿抜口近傍の構造を示す図。
【図４】第１の実施形態に係る電子スチルカメラと従来カメラとのボディサイズを比較す
る図。
【図５】図４と同様の図。
【図６】図４と同様の図で、グリップと反対側の端部にカード収容部を配置した場合を示
す。
【図７】第２の実施形態に係る電子スチルカメラと従来カメラとのボディサイズを比較す
る図。
【図８】本発明の第３の実施形態に係る電子スチルカメラの平面断面図。
【図９】図８のカメラに組み込まれる部組１００を示す図で、図１０のIX－IX線から見た
図。
【図１０】部組の正面図。
【図１１】部組を示す図１２のXI－XI線断面図。
【図１２】図１０のXII－XII線から見た図。
【図１３】図１０のXIII－XIII線から見た図。
【図１４】部組の正面図であり、取付部を取り外した状態を示す。
【図１５】部組をカメラに取り付けた状態を示す背面図。
【図１６】２種類のメモリカードを示す図。
【図１７】本発明の第４の実施形態におけるカード装填口を示す図。
【図１８】薄いメモリカードを誤った位置に装填しようとしている状態を示す図。
【図１９】図１８のXIX－XIX線断面図。
【図２０】薄いメモリカードの装填途中を示す図。
【図２１】厚いメモリカードの装填途中を示す図。
【図２２】図２１のXXII－XXII線断面図。
【図２３】本発明の第５の実施形態に係るカメラの一部を示す平面断面図で、イジェクト
ボタンが押圧されている状態を示す。
【図２４】図２３のカメラを背面から見た図。
【図２５】図２３と同様の図で、イジェクトボタンが突出している状態を示す。
【図２６】図２５のカメラを背面から見た図。
【図２７】イジェクトボタンの形状を変えた例を示す図で、イジェクトボタンが押圧され
ている状態を示す。
【図２８】図２７のカメラを背面から見た図。
【図２９】図２７と同様の図で、イジェクトボタンが突出している状態を示す。
【図３０】図２９のカメラを背面から見た図。
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【図３１】図２３のカメラにおける背面カバー取り外し手順を示す図。
【符号の説明】
１　カメラボディ
２　撮像ユニット
３　カード収容室
３ａ　カードスロット
３ｂ　カードスロット開口部
４　撮影レンズ
５　カード挿抜口
６　グリップ
７　電源電池
８　メインコンデンサ
９　発光用回路基板（発光基板）
１０　操作部材
１１　電池室
１２　蓋部材
１３，１１３，２１３　イジェクトボタン
３０　カード基板
４１　ホルダ
４１ａ　取付部
５０　ボディ本体
５１　シャッタ
５２　絞り制御ユニット
６１ａ，６１ｂ　凸部
７１　背面カバー
７１ａ　カード装填口
７１ｂ　段部
７１ｃ　露出窓
１００　部組
２１３ａ　張り出し部
ＭＣ，ＭＣ１，ＭＣ２　メモリカード
ＯＸ　光軸
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【図２６】 【図２７】
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